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　市内の観光スポットにフリー
Wi-Fiを整備しました。ご利用
の際はメールアドレスかSNS
認証による登録が必要です。
●提供エリア＝ ▽下関駅前人
工地盤　 ▽はい！からっと横
丁海側　 ▽海響館出口　 ▽唐
戸市場場外　 ▽みもすそ川公
園　 ▽しおかぜの里角島　※
１回あたりの接続時間は30分
で回数制限なし、30分毎に規
約の同意が必要
■問観光施設課（☎231-1838）

　2019年４月１日から働き方改革関連法が
順次施行されます
①時間外労働の上限規制が導入されます！

▽施行＝2019年４月１日～　※中小企業は
2020年４月１日～
②年次有給休暇の確実な取得が必要です！

▽施行＝2019年４月１日～
③正規雇用労働者と非正規雇用労働者の間
の不合理な待遇差が禁止されます！

▽施行＝2020年４月１日～　※中小企業は
2021年４月１日～
※詳細は①②下関労働基準監督署（☎083-2
66-5476）、③山口労働局雇用環境・均等室

（☎083-995-0390）、山口労働局職業安定部
需給調整事業室（☎083-995-0385）
■問産業立地・就業支援課（☎231-1310）

　工場や商店、農業、漁業など
の事業を営んでいる方で、毎年
１月１日現在、市内に事業用の
償却資産を所有している方は、
申告する必要があります。早め
に申告書を提出してください。
e
エ ル タ ッ ク ス

LTAXを利用したインターネ
ットによる償却資産の電子申告
も可能です。
■申１月31日（木）までに、資産税
課、各総合支所市民生活課へ。
■問資産税課（☎231-1918）、各総
合支所市民生活課　 ▽菊川（☎2
87-4001）　 ▽豊田（☎766-2953）

▽豊浦（☎772-4012）　 ▽豊北（☎
782-1918）

　市は使用済小型家電のリサイクル
推進のため、国の認定事業者リネッ
トジャパンとの協定により、市民の
皆さんが同社にパソコンを含む使用
済小型家電の回収を依頼した場合、
無料で回収します。※パソコンを含
まない場合は1,500円（税別）
■内 ▽利用方法＝①リネットジャパン
のホームページ（https://www.renet.
jp/）から申し込み　②ダンボールに
詰める（３辺の合計140㌢、20㌔以内）
③希望した日時に宅配業者が集荷
■問クリーン推進課（☎252-7165）

働き方 不要パソコンを
宅配便で
無料回収
します

変わります！
が

平成31年度

償却資産
の申告を
忘れずに

ふ
る
さ
と
山
口
企
業
合
同
就
職
フ
ェ
ア

■対
平
成
３１
年
３
月
に
大
学
・

短
大
・
専
修
学
校
等
を
卒

業
予
定
の
方
、
求
職
中
の

一
般
の
方　
■日
１
月
２９
日（
火
）　
▽
午

前
の
部
…
午
前
１０
時
～
午
後
０
時
３０
分

▽
午
後
の
部
…
午
後
１
時
３０
分
～
４
時

■所
山
口
グ
ラ
ン
ド
ホ
テ
ル（
山
口
市
小
郡

黄
金
町
）※
詳
細
は
山
口
し
ご
と
セ
ン
タ
ー

（
☎
０８３-

９７６-

１
１
４
５　

http://www.
joby.jp/

）へ

■問
産
業
立
地
・
就
業
支
援
課

�

（
☎
２３１-

１
３
１
０
）

ミ
ツ
バ
チ
の
飼
養
者
は
届
け
出
を

■対
市
内
の
ミ
ツ
バ
チ
飼
養

者（
和
蜂
・
洋
蜂
問
わ
ず
）

※
施
設
園
芸
農
家
で
交
配

用
と
し
て
飼
育
し
て
い
る
場
合
を
含
む
。

県
養
蜂
組
合
か
ら
借
り
て
い
る
場
合
は

除
く　
■申
１
月
４
日
～
２１
日
に
、
農
業

振
興
課
へ
。

■問
農
業
振
興
課（
☎
２３１-

１
２
２
６
）

空
き
家
説
明
会
・
無
料
相
談
会

■対
空
き
家
の
所
有
者
な
ど　
■日
１
月
１９

日（
土
）　
▽
説
明
会
＝
午
後
１
時
３０
分
～

２
時　
▽
相
談
会
＝
午
後
２
時
～
４
時

※
受
け
付
け
は
午
後
３
時
ま
で　
※
相

談
会
予
約
可　
■所
吉
見
公
民
館

■問
住
宅
政
策
課（
☎
２３１-

１
９
４
１
）

水
道
管
の
凍
結
に
ご
注
意
を

　
寒
い
日
が
続
く
と
、
水

道
管
が
凍
結
し
や
す
く
な

り
ま
す
。
屋
外
の
水
道
管

の
露
出
部
分
に
保
温
材
を
巻
く
な
ど
、

凍
結
防
止
対
策
を
お
願
い
し
ま
す
。　

▽
凍
結
し
た
と
き
は
蛇
口
を
少
し
開
け
、

タ
オ
ル
な
ど
を
巻
い
て
上
か
ら
ゆ
っ
く

り
ぬ
る
ま
湯
を
か
け
て
く
だ
さ
い
。
▽

水
道
管
が
破
損
し
た
と
き
は
、
メ
ー
タ

ボ
ッ
ク
ス
内
の
止
水
栓
を
閉
め
、
上
下

水
道
局
指
定
の
給
水
装
置
工
事
事
業
者

に
修
繕
を
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

■問
上
下
水
道
局
給
水
課（
☎
２３１-

３
１
１

５
）、
北
部
事
務
所（
☎
７７２-

１
０
６
０
）

住
宅
用
地
の
認
定
に
ご
協
力
を

　
平
成
３０
年
中
に
次
の
よ
う
な
こ
と
が

あ
っ
た
場
合
は
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

申
告
が
な
い
と
固
定
資
産
税
が
正
し
く

課
税
さ
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

▽
建
物
の
用
途
変
更（
住
宅
以
外
か
ら
住

宅
へ
、
ま
た
は
そ
の
逆
）　
▽
住
宅
の
新

築
、
増
築
、
改
築
、
取
り
壊
し（
平
成
３０

年
１２
月
末
ま
で
に
登
記
さ
れ
た
も
の
を

除
く
）　
■申
申
告
期
限
＝
１
月
３１
日（
木
）

■問
資
産
税
課（
☎
２３１-

１
４
６
２
）、
各
総

合
支
所
市
民
生
活
課　
▽
菊
川（
☎
２８７-

４
０
０
１
）　
▽
豊
田（
☎
７６６-

２
９
５
３
）

▽
豊
浦（
☎
７７２-

４
０
１
２
）　
▽
豊
北（
☎

７８２-

１
９
１
８
）

「
山
口
県
よ
ろ
ず
支
援
拠
点
」に
よ
る

出
張
相
談
会

■対
市
内
に
事
業
所
を
有
す
る
中
小
企
業
・

小
規
模
事
業
者　
■日
１
月
の
火
・
水
曜

日　
午
前
９
時
３０
分
～
午
後
４
時
３０
分

■所
上
田
中
町
庁
舎
３
階
会
議
室　
■申
前

日
ま
で
に
、
電
話
で
山
口
県
よ
ろ
ず
支

援
拠
点（
☎
０８３-
９２２-

３
７
０
０
）へ
。

■問
産
業
振
興
課（
☎
２３２-

７
２
１
４
）

セ
カ
ン
ド
ラ
イ
フ
に
お
け
る　

住
生
活
向
上
セ
ミ
ナ
ー

■日
１
月
２５
日（
金
）午
後
１

時
～
３
時　
■所
や
ま
ぎ
ん

史
料
館（
観
音
崎
町
）　
■内

高
齢
者
を
対
象
と
し
た
、
住
生
活
向
上

に
関
す
る
下
関
市
の
制
度
、
リ
バ
ー
ス

モ
ー
ゲ
ー
ジ
型
住
宅
ロ
ー
ン
、
フ
ァ
イ
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対象者
１　平成31年１月１日現在、市内に居
住し、平成30年中に課税対象となる所
得があった方　※①～④に該当する方
は申告の必要はありません
①税務署に所得税の確定申告書を提出
した方
②給与収入のみで、勤務先から市へ年
末調整済の給与支払報告書が提出され
た方
③公的年金収入のみで、源泉徴収票の
内容に変更がない方

●受付時間など
午前９時～午後４時30分　※土・日曜
日を除く　※吉母・川中・長府東公民
館は午前９時30分から
★総合支所管内の申告は会場により地
区の割り当てがあり、受付時間が異な
ります。詳細は各総合支所から配布・
回覧する日程表で確認を。
★市役所本庁舎の申告会場が昨年と変
更されていますので注意してください。
●本庁管内

▽本庁舎新館１階エントランス
　＝２月18日～３月15日

▽彦島公民館＝２月20日～22日

▽長府公民館＝３月６日～８日

▽王司公民館＝２月７・８日

▽清末公民館＝２月１・４日

▽小月公民館＝２月４・５日

市･県民税
④合計所得金額が次の金額以下の方
　▷扶養親族がいない場合＝32万円
　▷扶養親族がいる場合＝32万円×
　　　（扶養親族人数＋１）＋19万円
※収入がゼロだった方など、④に該当す
る方でも他制度の申請等のために申告
が必要な場合がありますのでご注意を
２　平成30年１月１日現在、市内に住
所はないが、事業所や家屋敷がある方

▽王喜公民館＝２月５・６日

▽吉田公民館＝３月12日

▽内日公民館＝３月11日

▽勝山公民館＝２月27日～３月１日

▽安岡公民館＝２月12・13日

▽吉見公民館＝２月６・７日

▽長府東公民館＝２月14・15日

▽川中公民館＝３月13日～15日

▽吉母公民館＝２月８日
●菊川総合支所管内

▽総合支所＝２月18日～３月15日
●豊田総合支所管内

▽総合支所＝２月６日～18日、３月６
日～15日

▽三豊公民館＝２月19・20日

▽豊田下公民館＝２月21・22日

▽豊田中公民館＝２月25日～28日

▽とのい夢・夢ハウス＝３月１日～５日
●豊浦総合支所管内

▽豊浦ふれあいセンター＝２月12日

▽室津公民館＝２月13日

▽勤労青少年ホーム＝２月14日

▽小串公民館＝２月15日

▽総合支所＝２月18日～３月15日
●豊北総合支所管内

▽総合支所＝２月６日～21日、３月7
日～15日

▽角島開発総合センター＝２月22日

▽神玉公民館＝２月25・26日

▽豊北生涯学習センター＝２月27・28日

▽田耕農林漁家婦人活動促進センター
＝３月１日

▽阿川公民館＝３月４日
▷粟野公民館＝３月５・６日

会場と日程

の申告を忘れずに‼

①所得税の確定申告が必要な方は確定

申告会場へ　■期２月18日～３月15日 平
日午前９時～午後４時）　■所海峡メッセ
イベントホール
②申告会場は「初日」「月曜日」「朝一番」
が最も混雑します。来場日時をずらす
などの協力をお願いします
③医療費控除の明細、農業所得・営業
所得・不動産所得の収支内訳書などは、
事前に自身で作成しておいてください
④収入ゼロの申告をされる方は、申告
書を自身で記入のうえ、郵送か会場受
付の投函箱への提出をお願いします
※市ホームページから市・県民税申告
書の作成や税額の試算ができます。「市
県民税申告」で検索を

スムーズな申請にご協力を

（☎287-4001）　 ▽豊田（☎766-2952）

▽豊浦（☎772-4011）　 ▽豊北（☎782-
1919）

本庁＝市民税課（☎231-1916）、
各総合支所市民生活課　 ▽菊川■問問

ナ
ン
シ
ャ
ル
・
プ
ラ
ン
ナ
ー
に
よ
る
セ

カ
ン
ド
ラ
イ
フ
の
マ
ネ
ー
プ
ラ
ン
な
ど

を
紹
介
。
■定
４０
人（
先
着
順
）　
■申
１
月

１８
日（
金
）ま
で
に
、
山
口
銀
行
へ
。
電

話（
☎
０
１
２
０-
１５３-
４１１
）か
市
内
の
同

行
窓
口
へ
。
※
詳
細
は
山
口
銀
行
へ
。

■問
住
宅
政
策
課（
☎
２３１-
１
９
４
１
）

１
月
の
休
場
日

●
新
下
関
市
場
＝
■日
２
日
～
４
日
、
９
・

２３
・
３０
日
、
日
曜
日
、
祝
祭
日　

■問
青
果
市
場
室（
☎
２５６-

０
２
７
７
）

●
唐
戸
市
場
＝
■期
１
日
～
４
日

■問
市
場
流
通
課（
☎
２３１-

１
４
４
０
）

自
伐
型
林
業
推
進　
　
　
　
　

フ
ォ
ー
ラ
ム
ｉｎ
下
関

　
持
続
可
能
な
森
づ
く
り
を
実
現
す
る

自
立
自
営
の
自
伐
型
林
業
を
テ
ー
マ
に

こ
れ
か
ら
の
森
林
づ
く
り
、
林
業
に
つ

い
て
話
し
ま
す
。

■日
２
月
２
日（
土
）午
後
１
時
３０
分
～
４

時
３０
分（
開
場
午
後
１
時
）　
■所
ア
ブ
ニ
ー

ル　
■定
７０
人（
当
日
先
着
順
）

■問
農
林
整
備
課（
☎
２３１-

１
２
５
６
）

１
月
の
献
血

●
ゆ
め
シ
テ
ィ
献
血
の

日
＝
■日
１９
日（
土
）午
前

１０
時
～
正
午
、
午
後
１

時
１５
分
～
４
時

●
２１
日（
月
）＝
午
前
１１
時
～
午
後
４
時

３０
分
／
市
立
大
学

※
全
日
程
４００
㍉
㍑
献
血
限
定

■問
保
健
医
療
政
策
課（
☎
２３１-

１
４
２
６
）

海
峡
ビ
ュ
ー
し
も
の
せ
き　
　

新
年
会
の
ご
案
内

　
宴
会
で
の
利
用
の
方
は
市
内
無
料
送

迎
し
ま
す
。

■定
８
人
～
８０
人　
■料
１
人
５
０
０
０
円

（
税
込
み
）※
２
時
間
飲
み
放
題
付　
■申

半
年
前
か
ら
電
話
で
受
け
付
け
。

■問
海
峡
ビ
ュ
ー
し
も
の
せ
き

�

（
☎
２２９-

０
１
１
７
）

１
月
１０
日
は
１１０
番
の
日

　
い
た
ず
ら
１１０
番
は
絶
対
に
や
め
ま
し

ょ
う
。
緊
急
以
外
の
相
談
、
問
い
合
わ

せ
は「
♯
９
１
１
０
」へ

●
１１０
番
通
報
の
６
つ
の
ポ
イ
ン
ト
！

①
何
が
あ
っ
た
か
？　
②
ど
こ
で
？　

③
い
つ
ご
ろ
？　
④
犯
人
の
特
徴
は
？

⑤
今
、
ど
う
な
っ
て
い
る
か
？　
⑥
あ

な
た
の
住
所
は
、
名
前
は
？

■問
下
関
警
察
署（
☎
２３１-

０
１
１
０
）

浄
化
槽
法
定
検
査
を
受
け
ま
し
ょ
う

　
浄
化
槽
を
使
用
し
て

い
る
方
は
、
使
用
を
始

め
て
３
カ
月
経
過
後
５

カ
月
の
間
と
、
そ
の
後
１
年
に
１
回
は

県
知
事
が
指
定
し
た
検
査
機
関
の
山
口

県
浄
化
槽
協
会
に
よ
る
検
査
が
法
律
で

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
維
持
管
理

業
者
と
委
託
契
約
を
し
て
い
て
も
、
検

査
は
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
※

検
査
の
時
期
に
な
っ
た
ら
、
山
口
県
浄

化
槽
協
会
か
ら
案
内
が
あ
り
ま
す

■問
廃
棄
物
対
策
課（
☎
２５２-

０
９
７
８
）


